
広報つくばみらい　2020.12

市空家等対策の推進に関する条例市第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児
福祉計画（案）

市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）

【意見を提出できる方】
次のいずれかに該当する方が、意見を提出できます。
◎市内に住所がある方
◎市内に事務所または事業所を有する方
◎市内の事務所または事業所に勤務している方
◎市内の学校に在籍している方
◎市に対して納税義務がある方
◎該当事案や計画案に利害関係を有する方

【全件共通で閲覧できる場所】
公民館（伊奈・谷和原）、図書館（本館）、各コミュニティセンター

（谷井田・板橋・小絹・みらい平）、市ホームページ
※各施設での閲覧は休館日を除きます。

【意見の提出方法】
閲覧場所に設置してあるそれぞれの意見提出用紙を
提出先まで郵送、FAX、または閲覧場所へ直接持参
するか、市ホームページより提出してください。

パブリック・コメントを募集します

市では、すべての市民が生涯
にわたり健康で明るく元気に
生活できるまちの実現を目指
し、「健康つくばみらい 21
プラン」の策定作業を進めて
います。
■計画の説明会を開催します
参加を希望する方は事前に、
健康増進課窓口までお申し込
みください。
▶日時：12 月 12 日㈯
午前 11 時から（１時間程度）

▶場所：伊奈庁舎２階第１・
第２会議室
▶申込期限：12 月７日㈪
■パブリック・コメントの募集
▶閲覧場所：
・共通の閲覧場所
・健康増進課（保健福祉セン
ター内）
・伊奈庁舎　市民窓口課
・谷和原庁舎　市民窓口課
▶閲覧・配布（有償）および
意見募集期間：12 月 14 日
㈪～ 令和 3 年 1 月 13 日㈬

▶提出・問い合わせ先：
〒 300 ‐ 2422　古川 1015 ‐ １　健康増進課（保健福祉センター内）
☎ 25 ‐ 2100　ＦＡＸ：52 ‐ 0990

健康つくばみらい 21プラン（案）

市民が生涯にわたり、生きが
いを感じながら快適な生活を
送ることができる福祉のまち
の実現を目指して令和３年度
～令和５年度までの計画の策
定を進めています。
■計画の説明会を開催します
参加を希望する方は事前に、
介護福祉課窓口までお申し込
みください。
▶日時：12 月 12 日㈯
午前 10 時から（１時間程度）

▶場所：伊奈庁舎２階第１・
第２会議室
▶申込期限：12 月７日㈪
■パブリック・コメントの募集
▶閲覧場所：
・共通の閲覧場所
・伊奈庁舎　介護福祉課
・谷和原庁舎　市民窓口課
▶閲覧・配布（有償）および
意見募集期間：12 月 14 日
㈪～ 令和 3 年 1 月 13 日㈬

▶提出・問い合わせ先：
〒 300 ‐ 2395　福田 195　伊奈庁舎介護福祉課
☎ 58 ‐ 2111（内線 4301）　FAX：58 ‐ 5811

市では、障がい者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援
するための法律および児童福
祉法に基づき、国の基本指針
に即して障がい福祉サービス
等に関する成果目標やサービ
スの需要の見込みなどについ
て定める「つくばみらい市第
６期障がい福祉計画及び第２
期障がい児福祉計画」の策定
を進めています。つきまして

は、計画案を作成しましたの
で、皆さんのご意見を募集し
ます。
▶閲覧場所：
・共通の閲覧場所
・伊奈庁舎　社会福祉課
・谷和原庁舎　市民窓口課
▶閲覧・配布（有償）および
意見募集期間：12 月 14 日
㈪～令和３年１月 13 日㈬

▶提出・問い合わせ先：
〒 300 ‐ 2395　福田 195　伊奈庁舎社会福祉課
☎ 58 ‐ 2111（内線 4101）　FAX：58 ‐ 5811

近年、人口減少や既存住宅の
老朽化、社会的ニーズの変化
などに伴い、空き家が年々増
加しています。
こうした現状を鑑み、市では

「つくばみらい市空家等対策
の推進に関する条例」の策定
に取り組んでいます。
この度、その素案について市
民の皆さんからご意見をうか

がうためパブリック・コメン
トを実施します。
▶閲覧場所：
・共通の閲覧場所
・谷和原庁舎　開発指導課　
空家対策室
・伊奈庁舎　市民窓口課
▶閲覧・配布（有償）および
意見募集期間：11 月 25 日
㈬～ 12 月 24 日㈭

▶提出・問い合わせ先：
〒 300 ‐ 2492　加藤 237　谷和原庁舎開発指導課　空家対策室 
☎ 58 ‐ 2111( 内線 5406)　 FAX ：52 ‐ 6024
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